
相談や問い合わせ等で１１０番通報

すると、緊急の事件・事故を受付でき

なくなることがあります。

緊急を要しない相談・問い合わせ等につ

いては各種警察相談電話又は最寄りの

警察署に直接相談してください。

運転をしながらの電話は法律で
禁止されています。
１１０番通報する際は安全な場

所に車を停めてから通報してくだ
さい。

１１０番は緊急通報電話です

緊急の対応を必要としない場合は

＃９１１０（警察安全相談）

いたずらは絶対にダメ！

昨年中は警察活動にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございました。

本年も皆様の安全と安心を守る警察活動の推進，犯罪の未然防止に努

めてまいりますので，今後ともよろしくお願いいたします。

年末年始は色々と忙しく外出する機会も増えます。

防犯対策をしっかりとして犯罪被害に遭わないようにしましょう。

聴覚・言語障害者の方のための１１０番
①ファックス１１０番 ０１２０－１１０－８４２
②メール１１０番
hiroshima-police@beetle.ocn.ne.jp

③１１０番アプリシステム 専用アプリをダウンロード

平素より当県警察メールマガジンをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、フィーチャーフォン（通称「ガラケー」）向けサービスの提供終了に伴い、

令和８年３月31日をもちまして、当県警察メールマガジンの配信を終了させていただくこ

ととなりました。

なお、これまで当県警察メールマガジンにてお届けしておりました情報につきましては

今後は広島県警察安全安心アプリ「オトモポリス」にて配信する予定です。

オトモポリスでは、安全・安心に役立つ情報をお届けいたしますので、今後ともぜひご

活用くださいますようお願い申し上げます。
ｉＯＳ端末
はこちら→

Android 端末
はこちら→

〇 広島南警察署 広島市南区出汐２丁目４番65号 ☎ 082-255-0110

〇 広島南警察署ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police-hiroshimaminami/index.html

１１０番通報は事件・事故などを警察に知

らせていただくための緊急通報電話です。

真に必要な事件・事故の１１０番

通報が受理できなくなるなど業務の

妨害になり、悪質な場合は検挙され

ることもあります。
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